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議
員

本
市
で
は
、
現
保
健

セ
ン
タ
ー
の
老
朽
化
等
に
よ

り
総
合
的
な
保
健
・
医
療
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
新
た
な

施
設
を
整
備
す
る
こ
と
が
急

務
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

（
仮
称
）
平
塚
市
保
健
セ
ン

タ
ー
の
整
備
の
た
め
、
庁
内

に
Ｐ
Ｆ
Ｉ
（
民
間
活
力
）
導

入
検
討
委
員
会
が
設
置
さ
れ

た
が
、
こ
の
委
員
会
の
設
置

目
的
を
改
め
て
聞
き
た
い
。

総
務
部
長

設
置
目
的
は
、

保
健
セ
ン
タ
ー
の
建
設
や
運

営
等
に
つ
い
て
、
三
師
会
等

と
の
調
整
の
中
で
策
定
し
た

「（
仮
称
）
平
塚
市
保
健
セ
ン

タ
ー
建
設
の
基
本
的
考
え
」

に
基
づ
き
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
導

入
の
調
査
を
委
託
す
る
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
の
選
定
お
よ
び

そ
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て

Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
導
入
の
検
討
を

行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

議
員

建
設
事
業
手
法
は
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
で
は
な
く
、
直

営
方
式
と
す
る
検
討
結
果
が

出
さ
れ
た
が
、
庁
内
の
検
討

委
員
会
で
十
分
な
検
討
を
せ

ず
に
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
可
能
性

調
査
を
民
間
に
委
託
し
て
し

議
員

本
市
で
四
館
目
と
な

る
西
部
福
祉
会
館
の
整
備
事

業
で
は
、
十
五
年
度
中
に
用

地
を
取
得
し
て
い
く
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
用
地
確
保

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

ま
た
、
施
設
整
備
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
を
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

十
五
年
度

中
の
用
地
確
保
を
目
指
し
て
、

土
地
所
有
者
と
の
折
衝
や
土

地
収
用
法
の
事
業
認
定
を
受

け
る
た
め
の
県
と
の
協
議
を

進
め
て
き
た
が
、
土
地
収
用

法
が
平
成
十
三
年
に
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
事
業
計

画
の
事
前
説
明
会
を
開
催
す

る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
。

総
合
的
に
調
整
し
た
結
果
、

十
六
年
度
中
に
住
民
参
加
に

よ
る
西
部
福
祉
会
館
の
事
業

計
画
を
決
定
し
、
十
七
年
度

中
に
土
地
収
用
法
の
事
業
認

定
を
受
け
て
用
地
を
取
得
、

十
八
年
度
に
は
施
設
の
基
本

設
計
等
を
行
っ
て
い
く
予
定

で
あ
る
。

議
員

施
設
の
規
模
や
機
能

を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

施
設
全
体

で
は
、
延
べ
二
〇
〇
〇
平
方

�
程
度
の
規
模
を
、
ま
た
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
障
害
者

福
祉
施
設
、
地
域
福
祉
活
動

の
場
、
子
育
て
サ
ロ
ン
施
設

等
の
機
能
を
考
え
て
い
る
。

現 在 の 保 健 セ ン タ ー

西部福祉会館整備事業�西部福祉会館整備事業�西部福祉会館整備事業�

用地取得など進捗状況聞く�

仮
称
保
健
セ
ン
タ
ー
の
建
設

仮
称
保
健
セ
ン
タ
ー
の
建
設�

整
備
手
法

整
備
手
法
の
検
討
結
果

検
討
結
果
た
だ
す�
仮
称
保
健
セ
ン
タ
ー
の
建
設�

整
備
手
法
の
検
討
結
果
た
だ
す�

議
員

本
市
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
担
当

が
積
み
上
げ
た
ノ
ウ
ハ
ウ（
技

術
情
報
）
を
今
後
、
ど
う
活

か
し
て
い
く
の
か
。

総
務
部
長

こ
れ
か
ら
の
公

共
施
設
整
備
に
は
、
財
政
負

担
の
軽
減
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
な
ど
を
図
る
た
め
に
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
等
の
新
し
い
手
法
の

導
入
を
積
極
的
に
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
今

回
の
経
験
を
生
か
し
て
「
平

塚
市
Ｐ
Ｆ
Ｉ
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
策
定
し
、
今
後
の
指

針
と
す
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
策
定
委
員
会
を
本
年
六

月
に
発
足
さ
せ
、
検
討
を
始

め
た
。
そ
の
中
で
、
本
市
の

Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
の
基
本
方
針
、

導
入
の
手
順
等
を
定
め
て
い

き
た
い
。

非
営
利
団
体
の
移
送
サ
ー
ビ
ス

要
件
緩
和
で
移
動
困
難
者
に
朗
報

議
員

本
年
三
月
の
地
方
運

輸
局
長
宛
て
福
祉
有
償
運
送

の
許
可
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
の
通
達
を
受
け
、
県
は
Ｎ

Ｐ
Ｏ
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
移

送
の
実
態
な
ど
を
把
握
す
る

た
め
に
調
査
を
実
施
し
た
。

こ
の
調
査
結
果
と
本
市
の
見

解
を
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

国
の
通
達

は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
非
営
利
団

体
が
行
う
福
祉
有
償
運
送
に

つ
い
て
、
原
則
と
し
て
市
町

村
が
関
係
者
で
構
成
す
る
運

営
協
議
会
を
設
置
す
る
な
ど

の
一
定
の
手
続
き
や
条
件
の

も
と
で
、
道
路
運
送
法
の
自

家
用
自
動
車
の
有
償
運
送
許

可
を
取
得
し
、
あ
ら
か
じ
め

会
員
登
録
さ
れ
た
要
介
護
者

等
の
有
償
運
送
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
県
の
調
査
内
容
は
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
等
が
所
有
す
る
福
祉
車

両
の
台
数
、年
間
利
用
人
数
、

利
用
料
な
ど
で
あ
る
。
市
内

に
は
二
つ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
高
齢

者
・
障
害
者
等
の
移
送
・
送

迎
を
行
っ
て
お
り
、
十
五
年

度
の
実
績
は
、
二
つ
の
Ｎ
Ｐ

Ｏ
で
、
会
員
登
録
制
に
よ
る

実
人
員
は
五
七
人
、
延
べ
約

四
八
五
〇
回
の
介
護
移
送
を

行
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
移
送
サ
ー
ビ
ス
は
移
動

困
難
者
の
有
用
な
移
動
手
段

に
な
っ
て
お
り
、
期
待
も
ま

す
ま
す
高
ま
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。

置
づ
け
て
展
開
し
て
い
く
考

え
で
あ
る
。

の
改
正
案
が
可
決
、
成
立
し

た
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て

見
解
を
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

こ
の
改
正

に
よ
り
、
障
害
者
の
差
別
禁

止
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ

と
や
権
利
侵
害
が
行
わ
れ
た

場
合
の
救
済
措
置
の
検
討
な

ど
の
附
帯
決
議
が
さ
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
評
価
し

て
い
る
。

議
員

国
の
障
害
者
基
本
法

の
改
正
に
合
わ
せ
、「
平
塚

市
障
害
者
福
祉
計
画
」
が
見

直
さ
れ
て
お
り
、「
障
害
者
」

の
定
義
も
改
め
ら
れ
た
。
現

在
、
本
市
の
障
害
者
人
口
は

一
万
人
余
で
あ
り
、
高
齢
者

が
障
害
者
に
移
行
す
る
可
能

議
員

本
年
六
月
に
障
害
者

の
自
立
と
社
会
、
経
済
な
ど

の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
へ

の
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
障
害
者
基
本
法

市障害者福祉計画を見直し�市障害者福祉計画を見直し�

市民と協働の施策展開へ�

ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

総
務
部
長

平
成
十
五
年
四

月
に
当
時
の
管
財
課
に
Ｐ
Ｆ

Ｉ
担
当
を
設
置
、
関
係
各
課

で
保
健
セ
ン
タ
ー
建
設
に
係

る
課
題
等
を
整
理
し
、
Ｐ
Ｆ

Ｉ
手
法
導
入
の
検
討
を
行
っ

て
き
た
も
の
で
あ
る
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
ノ
ウ
ハ
ウ

今
後
ど
う
活
用

ＮＰＯが移送サービスに使用する車両

議
員

地
方
公
共
団
体
や
関

係
交
通
機
関
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
利

用
者
の
各
代
表
等
で
構
成
す

る
運
営
協
議
会
を
設
置
し
て
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
移
送
も
公
共

サ
ー
ビ
ス
と
認
知
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

健
康
福
祉
部
長

運
営
協
議

会
の
設
置
は
市
町
村
単
位
が

基
本
だ
が
、
交
通
圏
等
を
勘

案
し
た
広
域
で
の
設
置
も
可

能
で
あ
る
。
設
置
を
検
討
す

る
た
め
、
本
市
は
当
面
、
市

内
の
タ
ク
シ
ー
等
の
関
係
交

通
機
関
の
代
表
や
運
送
主
体

の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
か
ら
、
現
在
の

交
通
機
関
が
移
動
困
難
者
な

ど
の
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
ら
れ

て
い
る
の
か
等
の
情
報
収
集

を
し
、
関
係
者
と
の
意
見
交

換
も
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

運
営
協
議
会
の
設
置
を

義
務
教
育
費
国
庫
負
担

制
度
は
、
我
が
国
の
義
務
教

育
の
推
進
と
充
実
に
大
き
く

貢
献
し
て
い
る
が
、
国
は
財

政
が
厳
し
い
こ
と
で
、
教
員

と
と
も
に
学
校
教
育
の
目
的

達
成
の
た
め
に
不
可
欠
な
義

務
教
育
諸
学
校
の
学
校
事
務

職
員
及
び
同
栄
養
職
員
を
、

こ
の
制
度
の
適
用
除
外
の
対

象
に
あ
げ
て
い
る
。
経
済
財

政
諮
問
会
議
に
お
い
て
総
務

省
は
「
地
方
税
財
政
改
革
」

（
案
）
を
発
表
し
、
三
位
一

の
維
持
・
向
上
に
重
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。

よ
っ
て
政
府
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
平
成
十
七
年
度

も
現
行
の
義
務
教
育
費
国
庫

負
担
制
度
対
象
職
員
の
範
囲

を
堅
持
し
、
と
り
わ
け
学
校

事
務
職
員
・
加
配
教
職
員
・

学
校
栄
養
職
員
を
同
制
度
の

対
象
か
ら
外
さ
な
い
よ
う
強

く
要
望
す
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九

九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日

平
　
塚
　
市
　
議
　
会

体
改
革
の
議
論
の
中
で
、
二

〇
〇
六
年
度
に
向
け
た
義
務

教
育
費
国
庫
負
担
金
全
体
の

一
般
財
源
化
を
提
起
し
て
お

り
、
二
〇
〇
五
年
度
に
は
、

そ
れ
に
先
が
け
、
学
校
事
務

職
員
と
加
配
教
職
員
を
一
般

財
源
化
す
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
学
校
事
務
職
員

及
び
同
栄
養
職
員
を
国
庫
負

担
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
は
、

地
方
財
政
に
著
し
く
支
障
を

来
た
す
ば
か
り
か
、
義
務
教

育
の
機
会
均
等
と
そ
の
水
準

現

行

義

務

教

育

費

国

庫

負

担

現

行

義

務

教

育

費

国

庫

負

担�

制

度

堅

持

に

関

す

る

意

見

書

制

度

堅

持

に

関

す

る

意

見

書�

現

行

義

務

教

育

費

国

庫

負

担�

制

度

堅

持

に

関

す

る

意

見

書�

予
想
さ
れ
る
東
海
地
震
に

備
え
て
、
地
震
防
災
対
策
強

化
地
域
の
関
係
地
方
公
共
団

体
は
、
地
域
住
民
の
生
命
と

財
産
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
、「
地
震
対
策
緊
急
整
備
事

業
計
画
」
に
基
づ
き
、
各
般

に
わ
た
る
地
震
対
策
を
鋭
意

講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
計

画
は
限
ら
れ
た
期
間
内
に
達

成
可
能
な
必
要
最
小
限
の
施

設
や
設
備
等
の
整
備
事
業
を

も
っ
て
策
定
さ
れ
て
お
り
、

現
行
計
画
の
達
成
に
よ
り
緊

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に

は
、
当
該
計
画
の
充
実
と
期

間
の
延
長
を
図
り
、
こ
れ
ら

の
事
業
を
迅
速
か
つ
的
確
に

実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

震
対
策
の
充
実
に
一
層
努
め

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
っ
て
、
政
府
は
、
本
計

画
の
根
拠
で
あ
る
「
地
震
防

災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る

地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に

係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措

置
に
関
す
る
法
律
」
の
延
長

に
つ
い
て
、
特
段
の
配
慮
を

さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日

平
　
塚
　
市
　
議
　
会

急
に
整
備
す
べ
き
全
て
の
事

業
が
完
了
す
る
も
の
で
は
な

く
、
今
後
実
施
す
べ
き
事
業

が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
近
年
の
地
震
災
害
に

伴
う
教
訓
や
社
会
環
境
の
変

化
、
あ
る
い
は
地
震
防
災
対

策
強
化
地
域
の
拡
大
、
東
海

地
震
対
策
大
綱
の
中
央
防
災

会
議
決
定
な
ど
に
伴
い
、
関

係
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

対
応
す
べ
き
新
た
な
事
業
を

生
じ
て
い
る
。

東
海
地
震
に
よ
る
災
害
か

ら
地
域
住
民
の
生
命
と
財
産

「
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け

「
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け�

る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る

る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る�

国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る

国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る�

法
律
」
の
延
長
に
関
す
る
意
見
書

法
律
」
の
延
長
に
関
す
る
意
見
書�

「
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け�

る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る�

国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る�

法
律
」
の
延
長
に
関
す
る
意
見
書�

よ
う
に
働
き
か
け
、
改
善
し

て
い
く
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

労
働
行
政

関
係
機
関
と
連
携
し
、
障
害

者
の
雇
用
・
就
労
を
促
進
す

る
た
め
の
啓
発
活
動
や
勤
労

情
報
の
提
供
等
を
実
施
し
て

お
り
、
充
実
を
図
り
た
い
。

議
員

長
引
く
不
況
の
中
で

障
害
者
の
就
労
の
場
の
確
保

が
難
し
く
な
っ
て
い
る
が
、

市
は
事
業
者
に
対
し
、
ど
の

性
も
高
く
、
障
害
者
福
祉
政

策
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い

る
が
見
解
を
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

障
害
者
福

祉
計
画
で
は
、
地
域
福
祉
推

進
事
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
障

害
者
相
談
支
援
等
の
事
業
を

市
民
と
の
協
働
の
施
策
と
位

雇
用
・
就
労
支
援


